
北洋ダイレクトご利用規定 

（インターネットバンキングサービス、モバイルバンキングサービス） 

 平成２２年４月１２日改定

 

１．北洋ダイレクト（インターネットバンキングサービス・モバイルバンキングサービス） 

（１）定義 

北洋ダイレクト（以下「本サービス」といいます。）とは、パーソナルコンピューター、モバイ

ル機器等（以下「端末」といいます。）により、インターネット等を介した契約者ご本人（以下「お

客様」といいます。）からのものであると当行が認めた依頼に基づき、当行が振替取引、振込取引、

税金・各種料金払込「Ｐａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー）」（当行所定の収納機関に対する払込に限り

ます）、Ｅｄｙチャージサービス、お客様の口座情報の提供、および各種受付業務等当行において

指定する取引を行うサービスをいうものとします。なお、本サービスについてはこの規定に従い

ます。 

お客様は、本規定の内容を十分理解した上で、自らの判断と責任において、本サービスを利用

するものとします。なお、利用については当行が申し込みを承諾した個人の方とさせていただき

ます。 

本サービスにおいて、パーソナルコンピューター等を通じたインターネットによる取引をイン

ターネットバンキングサービス（以下「インターネット」といいます。）、モバイル機器を通じた

インターネットによる取引をモバイルバンキングサービス（以下「モバイル」といいます。）とい

います。 

「インターネット」、「モバイル」において、ご利用いただける取引が異なる場合があります。 

（２）使用できる端末 

本サービスを利用するに際して使用できる端末の種類は当行所定のものに限ります。 

なお、モバイルバンキングでは、1契約につき１つの端末機のみのご利用となります。 

（３）取扱日・取扱時間 

本サービスの取扱日・取扱時間は、当行が別途定めるものとします。 

取扱日・取扱時間については「インターネット」、「モバイル」及び各取引により、異なる場合が

あります。 

ただし、当行はこの取扱日・取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があり

ます。 

   

２．本人確認 

端末による本人確認のための手続きは、次の方法による他、当行の定める方法により行うことと 

します。 

（１）本人確認手段の交付等 

①当行は、お客様の会員番号と乱数表を記載した「北洋ダイレクト会員カード（以下「会員カー 

ド」といいます。）」をお客様に貸与いたします。  

②当行からお客様に、契約ごとに初回ログオンパスワード、初回承認パスワードを当行所定の方  
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法で通知します。 

（２）パスワードの届け出 

お客様は、初回に本サービスを利用する際に、契約ごとに当行所定の方法で当行から通知した

初回ログオンパスワードおよび初回承認パスワードを、端末よりお客様独自のパスワードに変更

して届け出するものとします。 

（３）本人確認依頼手続 

お客様が本サービスを利用するにあたっては、次の方法による本人確認の依頼を行って下さい。 

①「インターネット」の場合 

会員番号、乱数表の（特定）番号（以下「ワンタイムパスワード」といいます。）、ログオンパス

ワード、承認パスワード（照会サービスは不要）を端末より当行宛て送信して下さい。 

②「モバイル」の場合 

会員番号、ログオンパスワード、承認パスワード（照会サービスは不要）を端末より当行宛て送

信して下さい。 

（４）本人確認 

お客様が依頼を行い当行が認識した、各取引において必要となる上記の、会員番号、ワンタイ

ムパスワード、ログオンパスワード、承認パスワードが、当行で控えている番号、およびあらか

じめお客様が届け出ているパスワードと一致した場合、当行はお客様ご本人の利用とみなします。 

   

３．取引の依頼・確定・成立、確認 

（１）代表口座等の届け出 

①お客様は本サービスで利用する代表口座、入出金口座、振込先口座（以下、代表口座、入出金口

座、振込先口座を「サービス利用口座」と総称します。）を申込書にて当行あて届け出て下さい。 

②代表口座として指定可能な口座は普通預金（総合口座普通預金を含む）に限るものとし、入出金

口座、振込先口座として指定可能な口座は別途当行が定める科目、口座数に限定するものとしま

す。 

③代表口座、入出金口座については、当行本支店のお客様本人名義の口座とします。 

（２）取引依頼方法 

本サービスによる取引の依頼は、前記２．本人確認に従った方法により、お客様が取引に必要

な事項を当行の指定する方法で当行に伝達して行うものとします。 

（３）取引依頼の確定 

前記（２）の伝達を当行が受付け、当行が必要と判断する取引においては確認画面を表示します

ので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨の伝達をして下さい。当行

が伝達された内容を確認した時点で、当該取引の依頼が確定したものとします。当行が必要とし

ないと判断した取引については確認画面を表示しません。この場合には、前記（２）の伝達を当

行が受付けた時点で当該取引の依頼が確定したものとします。 
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（４）取引の成立 

次の時点をもって取引が成立したものとします。 

なお、取引成立後の変更、取消はできません。 

①お客様の指定するサービス利用口座より資金の引き落としを行う取引の場合 

前記（３）の取引依頼が確定した後、当行はお客様から支払依頼を受けた振替資金、振込資金、

払込資金、振込手数料、各種手数料等をお客様の指定するお引き出し口座（以下｢お引き出し指

定口座｣といいます。）にかかる各種規定にかかわらず、通帳・払戻し請求書等の提出なしにお引

き出し指定口座より引き落としするものとし、当該引き落としをもって取引が成立したものとし

ます。 

ただし、当該引き落としができなかった場合（お引き出し指定口座の解約、差押えなど正当な理

由による支払停止の場合を含む）は、お客様からの取引依頼はなかったものとして取扱います。 

②前記①のサービス以外の場合 

前記（３）の取引依頼の確定をもって取引が成立したものとします。 

（５）取引内容の確認 

本サービス取引により資金の引き落としを行う取引を利用した場合、お客様は、次の方法によ

り取引内容を確認して下さい。なお、当行は本サービスによる振込の内容を記載した「振込受付

書」および本サービスによる税金・各種料金払込みにかかる「領収証書」の交付は行いませんの

で、予めご了承下さい。 

①必ず振替完了画面・振込完了画面・払込完了画面・Ｅｄｙチャージ完了画面を確認するとともに、

振替振込履歴照会、取引明細照会、払込履歴照会及び所定の方法により取引の成立を確認して下

さい。 

②日付指定取引を利用した場合は、日付指定日が取引成立日となりますので、指定日当日に必ず前

項により確認して下さい。お客様のお引き出し指定口座から振替・振込資金、振込手数料、各種

手数料等を引き落としできなかった場合、当行所定の方法による Eメールアドレスのお届けがあ

れば、E メールにて通知します。E メールアドレスのお届けがない場合、当行はお客様に対して

特に通知しませんので、予めご了承下さい。 

   

４．振替・振込取引 

（１）振替取引の内容 

本サービスにおける振替取引とは、端末を用いたお客様からの依頼にもとづき、あらかじめお

届けいただいた当行本支店のお客様本人名義の口座間で、お客様が依頼の都度指定する金額（以

下「振替金額」といいます。）を振り替えるサービスをいうものとします。 

（２）振込取引の内容 

本サービスにおける振込取引とは、端末を用いたお客様からの依頼にもとづき、お引き出し指定

口座よりお客様が依頼の都度指定する金額（以下「振込金額」といいます。）を引き落とし、お

客様が依頼の都度指定する当行本支店、または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座

あてに振込を行うサービスをいうものとします。 
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（３）日付指定振替・振込取引 

①本サービスにおいて、振替取引、振込取引の処理日を指定することができます。処理指定日の指

定は当行所定の期間内の銀行営業日を、端末から当行所定の方法により当行に伝達するものとし

ます。なお当行はお客様に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。 

②お客様の依頼した取引は、指定日の前営業日の取扱時間まで、端末から当行所定の方法で取消し

を受け付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできませんので予めご了承ください。 

③振替・振込資金、振込手数料、各種手数料のお引き出し指定口座からの引き落としは、指定日当

日するものとしますが、引き落とすべきもの（本サービスによるものに限りません。）が複数あ

り、それらの総額が支払可能残高を超えるときは、そのいずれを引き落として手続きを行うかは

当行の任意とします。 

（４）口座確認機能について 

入力された口座番号により口座名義が表示されるサービス（以下「口座確認機能」といいます）

を利用することができます。なお、口座確認機能は当行所定の利用時間内かつ、当行所定の銀

行あての場合に限られるものとします。また、振込以外の目的での利用はできません。振込以

外の目的と当行が判断した場合は、口座確認機能を停止します。 

（５）振替・振込取引限度額 

１日あたりの振替金額、振込金額については、「インターネット」、「モバイル」でそれぞれ端末

から当行所定の方法で１万円から１,０００万円まで、１万円単位でお客様が設定できます。お

客様が設定をされない場合「インターネット」、「モバイル」各サービスごと振替１日あたり１０

０万円、振込１日あたり１００万円とします。なお、取引金額の上限を超えた取引依頼について

は、当行は実行する義務を負いません。 

（６）照会・資金返却等 

  ①照会等 

振込取引で、口座番号相違、受取人名相違等の理由により被仕向銀行から照会があった場合は、 

   お客様に電話もしくは郵便等により連絡し、確認するものとします。 

②資金返却等 

振込取引で、振込先口座への入金ができない等の理由により、被仕向銀行から資金の返却があ

った場合には、お引き出し指定口座に入金させていただきます。なお、その場合でも、振込手

数料の返却は致しません。 

これによって生じた損害について当行は責任を負いません。 

（７）取引成立後の取消・組戻し・取引内容の変更 

①振替取引、振込取引が成立した後の取消・組戻し・変更はできません。 

当行がやむをえないものと認めて組戻しを承諾する場合には、お客様から「ダイレクトバンキン

グセンター」あての電話を受けその手続きを行います。 

②当行は、お客様からの依頼に基づき組戻し依頼の電文を振込先金融機関に発信します。組戻し依

頼により振込先金融機関から返却された振込資金は、お客様のお引き出し指定口座あて入金しま

す。 

③組戻し依頼を受けた場合、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。こ
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の場合には受取人との間で協議して下さい。 

（８）振込手数料等 

①振込の実行にあたっては、当行は所定の振込手数料（消費税相当額を含みます）をお引き出し指

定口座より引き落とします。 

②組戻しの受付にあたっては、振込手数料は返却いたしません。なお、当行所定の組戻し手数料（消

費税相当額を含みます）をお引き出し指定口座より引き落とします。ただし振込資金が戻らない

場合でも組戻し手数料は返却いたしません。 

 

５．税金・各種料金払込取引「Ｐａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー）」 

（１）税金・各種料金払込取引「Ｐａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー）」の内容 

本サービスにおける税金・各種料金払込取引「Ｐａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー）」（以下、税金・

各種料金払込みといいます）とは、端末を用いたお客様からの依頼にもとづき、お客様が依頼の

都度指定する金額をお引き出し指定口座より引き落とし、当行所定の収納機関に対する各種料金

の払込を行うサービスをいうものとします。 

（２）取扱日・取扱時間 

税金・各種料金払込取引は、本サービス取扱日・取扱時間内であっても、収納機関の取扱時間

の変動等により、ご利用いただけない場合があります。また、取扱時間内であっても払込手続き

が当行所定の処理時間内で完了しない場合にはお取り扱いできない場合があります。 

（３）取引成立後の取消・取引内容の変更 

税金・各種料金払込取引が成立した後の取消、取引内容の変更はできません。 

（４）取引限度 

①本サービスによる取引限度額は当行所定の金額の範囲とし、取引限度額を超えた取引依頼につい

ては、当行は取引を実行する義務を負いません。 

②当行は、この取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。 

（５）収納等に関する照会 

収納機関の請求内容及び収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収

納機関に直接お問い合わせ下さい。 

（６）払込手数料等 

本サービスの実行にあたっては、当行は所定の払込手数料（消費税相当額を含みます）をお引

き出し指定口座より引き落とします。 

 

６．Ｅｄｙチャージサービス（「モバイル」のみの取引です。） 

（１）Ｅｄｙチャージサービスの内容 

 本サービスにおけるＥｄｙチャージサービスとは、お客様のＥｄｙ購入における以下の手続き 

を、当行が提供するＥｄｙチャージサービス用アプリ（以下、本アプリといいます）によって行 

い、本アプリによってＥｄｙを受取るサービスをいうものとします。 

なお、Ｅｄｙチャージサービスを利用できるのは、本サービスの「モバイル」を契約している

お客様で、かつ当行所定の端末を使用し、本ご利用規定に同意して本アプリをダウンロードさ
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れたお客様限ります。 

  ①当行は、お客様からの端末による本アプリを用いた依頼に基づき、お客様の指定するＥｄｙチ 

ャージ金額（以下、Ｅｄｙ購入代金といいます）をお引き出し指定口座より引き落とし、Ｅｄ

ｙ発行会社（以下、発行会社といいます）よりＥｄｙ発行業務を受託しているビットワレット

株式会社（以下、ビットワレットといいます）の所定の口座に対してＥｄｙ購入代金の振込取

引を行います。 

  ②前記①について、当行はＥｄｙ購入代金の引き落し手続きが完了した旨をビットワレットに対

して通知（Ｅｄｙ購入申込みの伝達）します。 

（２）契約関係 

  ①Ｅｄｙ購入代金の振込取引、およびＥｄｙ購入申込みの伝達は、お客様と当行の本サービス「モ

バイル」契約によります。 

  ②前記①のビットワレットに対するＥｄｙ購入申込みの伝達以降については、お客様と発行会社

ないしビットワレットとの契約によります。また、Ｅｄｙの購入はお客様と発行会社との契約

に基づき行われるものであり、Ｅｄｙチャージサービスのご利用には、お客様が発行会社と係

る契約を締結していることが必要となります。 

（３）取扱日・取扱時間 

   Ｅｄｙチャージサービスの取扱日・取扱時間は、当行が別途定めるものとします。 

（４）取引内容の確認 

   Ｅｄｙ残高や利用履歴に不明な点がある場合（当行が端末に表示する場合も含みます）には、

ビットワレットが提供するアプリ等により確認するか、ビットワレットにお問い合わせください。

当行はＥｄｙ残高や利用履歴の表示内容について責任を負いません。 

（５）取引成立後の取消・取引内容の変更 

   端末に表示するＥｄｙチャージ内容確認画面においてその内容を了承し、Ｅｄｙ購入代金のビ

ットワレットに対する振込取引成立後は、取消・訂正等の取引内容の変更はできません。 

（６）Ｅｄｙ購入代金の取引単位・上限 

   Ｅｄｙ購入代金のビットワレットに対する振込取引には、当行が別途定める１回あたりの取引

単位および上限があります。 

（７）手数料等 

   Ｅｄｙチャージサービスの実行にあたっては、当行が別途定めるＥｄｙチャージ手数料（消費 

税相当額を含みます）を徴収できるものとします。Ｅｄｙチャージ手数料はお客様からのＥｄｙ 

購入申込みの都度、お引き出し指定口座よりＥｄｙ購入代金と合算で引き落とします。 

（８）留意事項 

  ①本サービスの「モバイル」を契約していないお客様、当行所定の端末を使用していないお客様、

本ご利用規定に同意いただけないお客様は、本アプリのダウンロードおよびＥｄｙチャージサ

ービスの利用はできません。本アプリが無断でダウンロードされた場合、当行はこれにより生

じた損害について一切責任を負いません。 

  ②Ｅｄｙチャージサービスの対象となる当行所定の端末であっても、端末の利用状況等によって

は本アプリが正常に動作せず、Ｅｄｙチャージサービスをご利用いただけない場合があります。
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また、本アプリが正常に動作しない場合、本アプリを一旦削除いただいたうえで、再度、本ア

プリをダウンロードしていただく場合があります。 

  ③当行はＥｄｙチャージサービスの変更等のため、本アプリのバージョンアップを行う場合があ

ります。この場合、お客様には再度、本アプリをダウンロードしていただく必要がありますが、

かかる場合、本アプリ上や当行ホームページ等、当行所定の方法でお知らせします。 

  ④Ｅｄｙチャージサービス利用に関する通信料は、本アプリの仕様変更等に伴うバージョンアッ

プの際や本アプリが正常に動作しないことにより再度ダウンロードする際などの追加的に発生

する通信料も含めて全てお客様のご負担となります。 

  ⑤本アプリはＥｄｙチャージサービスの利用に限り使用できるものとし、また、お客様によりダ

ウンロードされた本アプリの情報の転載・複製・転送・改変等を禁止します。 

  ⑥本アプリの作動に係る不具合、端末に与える影響およびお客様がＥｄｙチャージサービスを正

常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または重

大な過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。 

  ⑦Ｅｄｙチャージサービスのログオン画面において、本人確認のための本サービスの会員番号を

お客様任意で本アプリ内に保存することができます。本アプリを使用している当該端末が第三

者に渡り、かつログオンパスワード・承認パスワードが知られた場合、Ｅｄｙチャージサービ

スに不正にログオンされる可能性がありますので、端末や各パスワードの管理には十分ご注意

ください。 

⑧当行はＥｄｙチャージサービスに関る全部または一部の業務（個人情報を含む）を第三者に委

託できるものとします。 

⑨Ｅｄｙチャージサービスを利用した場合でも、Ｅｄｙ自体の不具合、瑕疵、サービス停止など、

Ｅｄｙ購入代金の振込取引、およびお客様のＥｄｙ購入申込みのビットワレットへの伝達以外

の手続きについて、当行は責任を負いません。 

⑩端末の故障や紛失・盗難時等のチャージ済みＥｄｙの取扱い、またＥｄｙを利用できない場合

等を含め、Ｅｄｙ自体の取扱いに関しては直接ビットワレットへお問い合わせください。 

   なお、当行ではチャージ済みＥｄｙについての補償はいかなる場合においても一切いたしかね

ます。 

 

７．照会サービス 

（１）照会サービスの内容 

照会サービスとは端末を用いたお客様からの依頼にもとづき、代表口座、入出金口座について、

残高、入出金明細等の口座情報を提供するサービスをいいます。 

（２）口座情報 

お客様からの依頼にもとづいて当行が返信した口座情報は、残高、入出金明細等を当行が証明

するものではなく、返信後であっても当行が変更または取消等を行う可能性があります。当行は

このような変更または取消のために生じた損害については、責任を負いません。 
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８．住所変更（「インターネット」のみの取引です。） 

（１）住所変更の内容 

本サービスにおける住所変更とは、端末を用いたお客様からの依頼にもとづき、お客様の代表

口座の事前に当行に届け出を行っている事項のうち、住所等の当行所定の事項について、お客様

の指定する内容への変更を行うサービスをいいます。 

（２）手続き方法等 

住所変更の手続きは、当行所定の方法により処理します。当座預金、ご融資（無担保カードロ

ーンは除く）、マル優、マル特、財形、投資信託をご利用の場合等手続きできない場合がありま

すので、予めご承知おき下さい。 

   

９．公共料金自動支払（「インターネット」のみの取引です。） 

（１）公共料金自動支払の内容 

本サービスにおける公共料金自動支払とは、端末を用いたお客様からの依頼にもとづき、お客

様の代表口座、入出金口座（「インターネット」のみ指定できます。）に当行所定の収納企業につ

いて諸料金等の支払いに関する預金口座振替契約を締結するサービスをいいます。 

（２）口座振替規定 

①当行に公共料金の収納機関より請求書が送付されたときは、お客様に通知することなく、請求書

記載の金額をあらかじめ指定された口座から引き落としのうえ支払います。この場合、当行の各

種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、預金通帳・カードおよび払い戻し請

求書・当座小切手または借入請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。 

②振替日において請求書記載の金額が預金口座から引き落とすことのできる金額（当座貸越を利用

できる範囲内の金額を含みます。）を超えるときは、お客様に通知することなく請求書を収納機

関に返却できるものとします。 

③本サービスにより申込を受付けた預金口座振替契約を解約するときは、お客様から当行へ書面に

より届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり各収納機関から請求がない

など相当の事由があるときは、特にお客様からの申し出のない限り、当行は当該預金口座振替契

約が終了したものとすることができます。 

④この口座振替に関してかりに紛議が生じても、当行は責任を負いません。 

（３）収納機関への届出 

各収納機関への届出書または変更届はお客様の依頼に基づき当行が届け出ます。 

（４）公共料金自動支払の開始時期 

口座振替の開始時期は、各収納機関の手続き完了後とします。 

   

１０．会員カード、パスワード等の管理、セキュリティ等 

（１）会員カード、パスワード等の管理 

会員カード、初回ログオンパスワード、初回承認パスワードの通知書はお客様が、厳重に管理

するものとし、紛失・盗難に遭わないように十分に注意してください。 

当行職員からお客様に対しワンタイムパスワード、ログオンパスワード、承認パスワードを直
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接お尋ねすることはありません。またお客様の会員番号、ワンタイムパスワード、ログオンパス

ワード、承認パスワードは第三者に教えたり容易に漏洩するような方法で書き残さないでくださ

い。 

（２）パスワードの変更について  

お客様はログオンパスワード、承認パスワードを端末から当行所定の方法で任意に変更できま

すので、お客様のセキュリティ確保のため、定期的に変更を行ってください。 

（３）会員カードの紛失等について 

会員カードの紛失・盗難等があった場合は、直ちにお客様から当行へ当行所定の方法により届

け出て下さい。 

なお、会員カードの紛失・盗難等の事実を当行が確認した場合には、当行は本サービス契約を解

約するものとします。 

（４）端末、パスワード等の不正使用のおそれがある場合 

モバイル端末の紛失・盗難、パスワードの偽造・変造・盗用等不正使用その他のおそれがある

場合は、パスワードの変更、利用停止等必要な措置をお客様の責任においておこなって下さい。 

（５）パスワードを失念した場合 

お客様のログオンパスワード、承認パスワードを失念した場合は、当行へ当行所定の方法で届

け出て下さい。当行はサービス利用開始時に当行が通知した初回ログオンパスワード、初回承認

パスワードに、お客様の届出パスワードを変更しますので、再度お客様がこのパスワードの変更

を実施したのち利用願います。ただし届け出から所定の日数は取引できませんので予めご承知お

きください。 

なお、初回通知書の紛失等により初回ログオンパスワード、初回承認パスワードが不明の場合は、

該当の「インターネット」、「モバイル」のサービス利用中止をお届けのうえ、改めて契約手続き

をとっていただくこととします。 

（６）誤ったパスワード等を連続入力した場合 

お客様が、誤ったワンタイムパスワード、ログオンパスワード、承認パスワード、お客様番号、

納付番号、確認番号等を当行所定の回数以上連続して入力した場合は、本サービスの利用を当行

所定の期間停止します。 

お客様が当行所定の期間経過前にサービスの利用の再開を依頼する場合は、当行所定の方法で当

行に届け出てください。 

   

１１．取引内容の記録等 

当行は、本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。本サービスに

よる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての当行における電磁的記録等

の取引内容を正当なものとして取扱います。 

   

１２．届出事項の変更等 

（１）変更の届出 

本サービスにかかる印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更が
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あったときは、お客様は直ちに当行所定の方法により届け出るものとします。届出事項の変更は

当行の手続きが完了した時から有効とし、手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いま

せん。 

（２）みなし送達 

前記（１）の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類

等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到着したものとみなします。 

１３．海外からの利用 

（１）本サービスは、非居住者のお客様にはご利用いただけません。 

（２）本サービスは、海外旅行などの際に、一時的に海外から利用することは可能です。ただし、こ

の場合各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合がありますのでご注意くだ

さい。また、海外から利用する場合、当行のサポートは一切致しかねますのでご了承願います。 

   

１４．解約 

（１）都合解約 

本サービス契約は当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、当行に対

する解約の通知は当行所定の方法によるものとします。 

（２）解約の通知 

当行が解約の通知をお客様届け先に発信した場合に、その通知が受領拒否等の理由でお客様に

到着しなかったときには、通常到達すべき時に到着したものとみなします。 

（３）サービス利用口座・代表口座の解約 

サービス利用口座が解約されたときは、該当する口座に関する本サービス契約は解約されたも

のと見なします。また、代表口座が解約されたときは、本サービス契約についてもすべて解約さ

れたものとみなします。 

（４）強制解約 

お客様が以下の各号のいずれか一つでも該当したときは、当行は、お客様に事前に通知するこ

となく、直ちに本契約を解約できるものとします。 

①１年以上にわたり本サービスの利用がない場合。 

②相続の開始があつたとき。 

③支払いの停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 

④本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。 

⑤住所変更の届出を怠る等のお客様の責めに帰すべき事由により、当行でお客様の所在が不明と

なったとき。 

   

１５．パスワード等の盗用による損害 

（１）パスワード等の盗用により、他人に本サービスを不正に利用され生じた取引については、お客

様の責によらず生じ、かつ当行所定の事項を満たす場合、お客様は当行に対し当該取引にかかる

損害（取引金額、手数料）の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 

（２）当行は、お客様の請求が前項に定める内容であることを確認のうえ、当該取引にかかる損害を
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限度として補てんするものとします。 

 

１６．免責事項 

（１）通信手段の障害等 

当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の通信手段の障害等により、サービ

スの取扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が

生じた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 

（２）通信経路における取引情報の漏洩等 

公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことに

よりお客様の会員番号、パスワード、取引情報等が漏洩した場合、本規定 15.パスワード等の盗

用による損害にて定める場合を除き、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 

（３）端末の不正使用等 

本サービスの提供にあたり、当行が定める方法により本人確認手続を行ったうえで送信者をお

客様本人と認めて取扱いを行った場合は、端末、会員番号、パスワード等につき偽造、変造、盗

用または不正使用その他の事故があっても、本規定 15.パスワード等の盗用による損害にて定め

る場合を除き、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 

（４）印鑑照合 

当行が書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取

扱いを行った場合、それらの書類につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があって

も、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 

（５）申出事項確定前の事故等について 

会員カードの紛失・盗難、取引停止、変更の届出等の申出確定前に生じた損害について当行は

責任を負いません。 

（６）通知・連絡の照会先 

依頼内容等に関し、当行よりお客様に通知・照会する場合には、所定の方法により届け出のあ

った、住所、電話番号、E メールアドレスを連絡先とします。連絡先の届け出不備、通信手段の

障害等により通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負

いません。 

（７）災害・事変等 

災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを

得ない事由により、サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害に

ついて当行は責任を負いません。 

   

１７．規定の準用 

この規定に定めのない事項については、各サービス利用口座にかかる各種預金規定、預金口座

振替規定、振込規定、ＣＤカード規定、各種ローン契約規定等により取扱います。 
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１８．規定の変更 

当行は本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく任意に変更できるものとします。こ

の場合、変更日以降は、変更後の規定に従い取扱うものとし、変更内容は当行ホームページ等、

当行所定の方法で当行所定のときに通知します。 

   

１９．契約期間 

本サービスの契約期間は、契約日から１年とし、特にお客様または当行から事前に申し出がな

い限り、契約期間満了の翌日から１年間自動更新されるものとします。更新後も同様とします。 

   

２０．合意管轄 

本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、札幌地方裁判所を管

轄裁判所とします。  

    以上 


